
- 16 - 

 

生 徒 心 得 

 この心得は，本校の生徒が学校生活を送るために必
要なものを定めたものであるから，生徒はこれを理解

し，実行に努めなければならない。 

 ⑴ 本校の教育方針を理解し，真理を探究し，心身
の健全な発達をはかり，個性豊かな人格の育成に

努めること。 

 ⑵ 勤労と責任とを重んじ，自他を尊重し，民主的
精神の養成に努めること。 

 ⑶ 校友と協調して，本校の良い伝統と美しい環境

を形成しつつ，文化の創造と社会の発展に寄与す
ること。 

１．服装について 

 服装は人の心を反映するものである。制服を正
しく着用することを心がけ，本校生徒としての誇

りと品位を保つこと。 

⑴正装(生徒は原則，以下のものを必着とする) 

男

子 

ブレザー 

スラックス      学校指定 

ネクタイ(男子用) 

白色無地ワイシャツ  

女

子 

ブレザー 

スカート(青ライン)またはスラックス   学校指定 

リボンまたはネクタイ(女子用) 

白色無地ワイシャツ  

・女子はスカートの場合はリボン，スラックス

の場合はネクタイをそれぞれ着用する。 
・ソックスの色は白・黒・紺などとし，無地を

基調とする。 

・夏季についてはブレザー・ネクタイ・リボン
を着用しないこともできる。冬季・夏季の期
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間は原則以下の通りとする。 
   冬季：原則11月１日～４月 30 日 

   夏季：原則５月１日～10月 31 日 

⑵オプション 
・女子のスカートは，正装時以外に限りピンク

ラインスカート(学校指定)に変えて着用する

こともできる。 
・夏季については，正装時以外に限りポロシャ

ツ(学校指定)を着用することもできる。 

⑶ベスト・セーター・カーディガン 
・防寒の目的に限り，ブレザーの中にベスト・

セーター・カーディガンを着用することを認

める。それ以外は不可とする。 
・色は，白・黒，グレー，ベージュ，紺など華

美でないものとし，無地を基調とする。 

・夏季については，ベスト・セーター・カーデ
ィガン姿での登下校を認める。冬季はベスト・

セーター・カーディガンの着用の有無にかか

わらず，原則ブレザーを着用して登下校をす
ること。 

⑷アウター 

・防寒の目的に限り，ブレザーの上にアウター
を着用して登下校をすることができる。 

・アウターについても華美でないものとする。 

⑸異装について 
・怪我その他で異装が必要な場合は生活指導部

に申請書を提出する。 

２．身だしなみについて 
 高校生の本分は学業であることを自覚し，学ぶ

場にふさわしい身だしなみを心がけること。 

 ピアス・ネックレス・指輪等の装飾品を身に付
けること，化粧をすることは認めない。 


